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北九州市告示第３００号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和２年７月８日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 変更

前後

の別 

区域変更の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

１８３４ 牧山海

岸３号

線 

前 北九州市戸畑区牧山海岸３

番８６地先から 

北九州市戸畑区牧山海岸３

番１３８地先まで 

8.0 79.1 

後 北九州市戸畑区牧山海岸３

番８６地先から 

北九州市戸畑区牧山海岸３

番１４４地先まで 

11.7 

～ 

12.3 

79.1 
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北九州市公告第４７９号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和２年７月８日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

八幡西区光明貸店舗 

  北九州市八幡西区光明一丁目１９２１番１ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  芙蓉総合リース株式会社 

  東京都千代田区麹町五丁目１番地１ 

  代表取締役 辻田泰徳 

３ 変更した事項 

  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって 

は代表者の氏名 

 （１） 変更前 

   芙蓉総合リース株式会社 

   東京都千代田区神田三崎町三丁目３番２３号 

   代表取締役 辻田泰徳 

 （２） 変更後 

   芙蓉総合リース株式会社 

   東京都千代田区麹町五丁目１番地１ 

   代表取締役 辻田泰徳 

４ 変更の年月日 

令和２年６月１日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 

令和２年６月３０日 

７ 縦覧場所 
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  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域・観光産業振興部商業・サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和２年１１月９日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和２年１１月９日までに北九州市産業

経済局地域・観光産業振興部商業・サービス産業政策課に到着するように提

出すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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正誤表 

年 号 頁 訂正箇所 正 誤 

令和２年 

４６２１ １６１ １行目 
北九州市監査委

員告示第１号 

北九州市監査委

員告示第４号 

４６６８ ４６ １行目 
北九州市監査委

員告示第２号 

北九州市監査委

員告示第１号 

４６８１ ５０ １行目 
北九州市監査委

員告示第３号 

北九州市監査委

員告示第２号 
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